
1©日本医事新報社 無断転載・複製禁止
著作権追跡番号：NFT3047-152504

〈糖尿病診療ガイドライン2024をふまえた〉
山田 悟の実践的糖尿病食事療法

北里大学北里研究所病院病院長補佐／内分泌・代謝内科部長／糖尿病センター長

山田 悟
1994 年慶應義塾大学医学部卒業。慶應義塾大学病院，東京都済生会中央病院などを経て，2002 年
より北里研究所病院に就職。2024 年より現職。美味しく楽しく食べて健康になることができる世の
中の実現をめざしている。著書に『糖質疲労』（サンマーク出版），『運動をしなくても血糖値がみる
みる下がる食べ方大全』（文響社）など。

HTML版
スマホでも読みやすいブラウザ表示です。本コンテンツ
購入後、無料会員登録することでご利用いただけます。

無料会員登録
無料会員登録の手順とシリアルナンバーによるHTML版
の閲覧方法の解説です。

オリジナルコンテンツ
日本医事新報社のオリジナルWebコンテンツの一覧を
ご覧いただけます。

ご利用にあたって
本コンテンツに記載されている事項に関しては，発行時点における最新の
情報に基づき，正確を期するよう，著者・出版社は最善の努力を払ってお
ります。しかし，医学・医療は日進月歩であり，記載された内容が正確か
つ完全であると保証するものではありません。したがって，実際，診断・
治療等を行うにあたっては，読者ご自身で細心の注意を払われるようお願
いいたします。
本コンテンツに記載されている事項が，その後の医学・医療の進歩により
本コンテンツ発行後に変更された場合，その診断法・治療法・医薬品・検
査法・疾患への適応等による不測の事故に対して，著者ならびに出版社は，
その責を負いかねますのでご了承下さい。

1  はじめに：糖尿病診療ガイドラインにおける
食事療法の変遷 p02

2 『糖尿病診療ガイドライン2024』（JDS2024）
における各種糖尿病食事療法のGL推奨の解説 p09

3  山田 悟がお勧めする緩やかな糖質制限食を実
臨床に落とし込む際のコツ p16

4 わが国の糖尿病食事療法を考える p22

アイコン説明

注意事項/課題・問題点

補足的事項/エッセンス

お役立ち/スキルアップ

関連情報へのリンク
Link

https://www.jmedj.co.jp/page/resistration01/
https://www.jmedj.co.jp/premium/page5505/
https://www.jmedj.co.jp/premium/sydm/


2©日本医事新報社 無断転載・複製禁止
著作権追跡番号：NFT3047-152504

私が伝えたいこと

◉�糖尿病の食事療法は，エネルギー制限食一辺倒から，患者の病態や嗜
好に応じて複数の選択肢から選べる方向に変化している。
◉�提示されている複数の食事療法についての日本人での研究論文は乏し
く，糖質制限食以外には日本人2型糖尿病を対象とした無作為比較試
験の参考文献が採用できていない。
◉�今後は，必然的にエビデンスのある糖質制限食を中心としつつも，臨床
研究の進展とともに複数の選択肢が広まっていくことが期待される。

1	 はじめに：糖尿病診療ガイドラインにおける食事療法の変遷

1	日本糖尿病学会『糖尿病診療ガイドライン2024』の食
事療法の概要

2024年5月発行の日本糖尿病学会『糖尿病診療ガイドライン2024
（JDS2024）』は，以前の『科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン』，
あるいはこれまでの『糖尿病診療ガイドライン』（今後はすべてJDSの後ろ
に西暦をつけて表現する）と比較して，食事療法について大きな変更を加
えた。その変更とは，初版（JDS2002）以降，エネルギー制限食（俗にカロ
リー制限食とも呼ばれる）のみを採用していたのだが，JDS2024ではエネ
ルギー制限食に加えて，糖質制限食や低glycemic�index（GI）食も採用し
たことである。
また，これまでは，「炭水化物摂取をエネルギー比率50～60％，たんぱく
質摂取を同20％以下とし，残りを脂質で摂取する」という具合に三大栄養
素比率についても解説文で規定していたのだが，糖質制限食を食事療法と
して採用したように，三大栄養素比率の規定の記述が消失した。糖質と炭
水化物の定義についてはコラム❶を参照頂きたい。
筆者自身は，以前に本誌において，「『緩やかな糖質制限』のギモンに答え
る」という特集記事を掲載して頂いた（5123号,�p18～35）。今回のガイド
ライン改訂を受け，改めて糖尿病食事療法について概説し，かつ私見を披
見する機会を頂いた。浅学の身なれど，自身の名を付した原稿の依頼に応
えるべく精一杯を記載した。
本稿では冒頭で，わが国の糖尿病食事療法の変遷について述べる。その上
で，日本糖尿病学会が発行する3種の媒体である①『糖尿病診療ガイドラ
イン』，②『糖尿病治療ガイド』，③『糖尿病食事療法のための食品交換表』
の内容の不一致を指摘させて頂く。次に，JDS2024で2型糖尿病の食事
療法として採用された複数の食事法について説明し，最後に，糖尿病食事

Link�〈Web医事新報掲載記事〉
特集：「緩やかな糖質制限」のギモンに
答える

https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=19921
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療法に関する私見を述べさせて頂く。なお，1型糖尿病に対する応用カー
ボカウントについては，本稿では割愛した。
読者の先生方の診察の一助になれば幸いであるし，また，科学的議論や研
究開始の契機となればさらなる喜びである。

 コラム❶ �糖質と炭水化物
糖質とは，四訂日本食品標準成分表（1982年）において示された栄養素で，炭水化物から食物繊維を除外した
部分を言う。しかし，長らく食物繊維の定義や測定法が統一されていなかったために，糖質の定義も定まらな
いでいた。一方で，七訂日本食品標準成分表（2015年）において示された栄養素が，利用可能炭水化物である。
利用可能炭水化物（単糖当量）とは，1g当たり4kcalあるいは3.75kcalのエネルギーを保有する炭水化物のこ
とであり，ブドウ糖，果糖，ガラクトース，ショ糖，乳糖などの総計を単糖当量として示したものである。一
方，八訂日本食品標準成分表（2020年）には，差し引き法による利用可能炭水化物（＝炭水化物−食物繊維）も
提示され，これが四訂における糖質と限りなく概念が合致している。ただし，四訂における糖質は，炭水化物
から食物繊維のみならず，アルコール，タンニン，カフェイン，酢酸なども差し引いていたため，糖質と利用可
能炭水化物（差し引き法）は必ずしも完全に同一の概念とは言えない。また，英語にした場合，利用可能炭水化
物はavailable�carbohydrateであり，糖質には必ずしも定まった英語はないがgross�carbohydrateとされる
こともあった。糖質と利用可能炭水化物とはおしなべて同等の概念であるが，上記のごとく厳密には異なって
いる。厳格な定義からすれば，糖質制限というよりも，利用可能炭水化物制限という用語を使用したほうが概
念を正しく示すことになる。しかし，既に糖質制限という用語が普及しているので，本稿ではあえて糖質制限
という用語で統一した。

では， まず，JDS2024の食事療法の章に採用された臨床上の疑問
（clinical�question：CQ）とそれに対するステートメント（声明）を表1に
示す。

 表1  『糖尿病診療ガイドライン2024』の食事療法の内容（CQ3-1～6）

CQ3-1
糖尿病の血糖コントロールのために食事療法を推奨すべきか？
ステートメント：1型糖尿病および2型糖尿病の血糖コントロールのために食事療法が推奨される。推奨グレー
ドA（エビデンスレベル記載なし）

CQ3-2
糖尿病の血糖コントロールのためにエネルギー摂取量の制限を推奨すべきか？
ステートメント：過体重・肥満を伴う2型糖尿病の血糖コントロールのためにエネルギー摂取量の制限が推奨さ
れる。推奨グレードA（エビデンスレベル記載なし）

CQ3-3
糖尿病の血糖コントロールのために炭水化物制限は有効か？
ステートメント：2型糖尿病の血糖コントロールのために，6～12カ月以内の短期間であれば炭水化物制限は有
効である。推奨グレードB（エビデンスレベル記載なし）

CQ3-4
糖尿病の血糖コントロールのためにカーボカウントは有効か？
ステートメント：1型糖尿病の血糖コントロールに応用カーボカウントは有効である。推奨グレードB（エビデン
スレベル記載なし）

CQ3-5
糖尿病の血糖コントロールのために低GI食は有効か？
ステートメント：2型糖尿病の血糖コントロールのために低GI食は有効である。推奨グレードB（エビデンスレ
ベル記載なし）

CQ3-6
糖尿病の血糖コントロールのために食物繊維摂取は有効か？
ステートメント：2型糖尿病の血糖コントロールのために積極的な食物繊維摂取は有効である。推奨グレードB

（エビデンスレベル記載なし）
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表2に示すJDS2019以前の食事療法の内容と比較すると，その劇的な変
化を実感することができるであろう。ただし，これまでの『糖尿病診療ガ
イドライン』に参考文献として採用された，日本人を対象とした無作為比
較試験は4件しかない1）～4）。これらから，日本人での食事療法研究を増や
すことが，喫緊の社会的課題として見えてくると筆者は思っている。
今振り返って注目すべきは，JDS2016である。JDS2013と記述の内容は
ほぼ同様であるが，エビデンスレベルの記載がなくなっている。2012年
にGuideline�International�Network（GIN）が，ガイドラインはすべか
らくシステマティックレビュー（コラム❷参照）に基づくべきものであっ
て，それまでのコンセンサスに基づくものは許されないと宣告したa）。そ
の宣告以後，初めての『糖尿病診療ガイドライン』がJDS2016なのである
（JDS2013の作成には，GINの宣告は間に合っていない）。ガイドライン
は，システマティックレビューに基づかなければならなくなったために，
「科学的根拠に基づく」という枕詞が外された最初の『糖尿病診療ガイドラ
イン』がJDS2016だったのである。

筆者が医師になった1994年は，米国
糖尿病学会が，エネルギー摂取量を計
算するタイプのエネルギー制限食につ
いて，長期的有効性のなさから，その
推奨を取りやめた年である。 当時，筆
者は指導医から，「日本人はまじめだか
らエネルギー制限食を実施できるんだ。
米国とは違う」と言われたのだが，日本
人ならエネルギー制限食を長期に継続
できて有効であるという論文は，2025
年現在まで存在していない。

まじめな日本人とエネルギー制
限食

 表2  （科学的根拠に基づく）『糖尿病診療ガイドライン』の食事療法におけるエネルギー設定および
三大栄養素比率設定など

版 エネルギー設定 三大栄養素比率設定

エネルギー
制限食につ
いての推奨
レベル

エネルギー制
限食について
のエビデンス
レベル

参考文献数とその中での日本人を対
象とした論文の数

2004 標準体重（kg）×
身体活動係数

C：50～60％
P：1.0～1.2g／kg標準体重／日
F：残り

A コンセンサス 合計14件
（うち日本人研究0件）

2007 標準体重（kg）×
身体活動係数

C：50～60％
P：1.0～1.2g／kg標準体重／日
F：残り

A コンセンサス 合計18件
（うち日本人研究0件）

2010 標準体重（kg）×
身体活動係数

C：50～60％
P：1.0～1.2g／kg標準体重／日
F：残り

A コンセンサス
合計29件

うち日本人研究3件，
うち無作為比較試験0件

2013 標準体重（kg）×
身体活動係数

C：50～60％
P：1.0～1.2g／kg標準体重／日
F：残り

A コンセンサス
合計27件

うち日本人研究6件，
うち無作為比較試験1件1）

2016 標準体重（kg）×
身体活動係数

C：50～60％
P：～20％
F：残り

記載なし 記載なし
合計86件

うち日本人研究14件，
うち無作為比較試験1件1）

2019

目標体重（kg）×
身体活動係数

（治療開始時の目安と
して記載）

C：50～60％
P：～20％
F：残り

（科学的根拠はないが，一定の
目安として記載）

記載なし 記載なし
合計138件

うち日本人研究23件，
うち無作為比較試験3件1）～3）

2024

過体重・ 肥満を伴う2
型糖尿病にはエネルギ
ー制限が推奨される
が，その設定には科学
的根拠の集積が必要

記載なし A 記載なし
合計153件

うち日本人研究6件，
うち無作為比較試験3件2）～4）

C：炭水化物（もしくは糖質），P：たんぱく質，F：脂質
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そして，本来，この時点できちんとシステマティックレビューを行い，た
とえばエネルギー制限食についての根拠が不十分なのであれば，「標準体
重に基づき，1日のエネルギー摂取量を設定するエネルギー制限食を推奨
するに足る根拠はない」と結論しておけばよかったところを，根拠の不足
するCQに対してはCQではなくQ（question，根拠が不足するがゆえに
CQとは区別して，コンセンサスで推奨文を作成する疑問）として，「標準
体重に基づき，1日のエネルギー摂取量を設定するエネルギー制限食を推
奨する」というスタンスを保ち続けたのである。この，ある種の離れ業（シ
ステマティックレビューやガイドライン作成の手続きからすれば禁則処
理）をなしたことが，後述するJDS2024と『糖尿病治療ガイド2024』との
乖離を生んだ背景のように思われる。

 コラム❷ �CQとQ
2011年のInstitute�of�Medicine（IOM），もしくは2012年のGINの声明の発表以降，ガイドラインにおいて
は，システマティックレビューが必須のものとされた。システマティックレビューにおいては，ガイドライン
作成者，およびシステマティックレビュー担当者の個人的な意見を排除するため，一定の手順をふむことが求
められる。 すなわち， 臨床上の疑問をPICO（Pはpatient，Iはintervention，Cはcomparisonもしくは
comparator，Oはoutcomeの頭文字）で表し，場合によっては，S（study�design）を無作為比較試験に限定す
るなどして，文献を検索する。「どのような患者（P）に，どのような治療介入（I）を実施することを，別の治療
介入（C）に比較して，どのようなアウトカム（O）に対して推奨するか？」といった疑問文にするのである。
この疑問文に応じてシステマティックレビュー担当者が複数人で独立して文献検索を行い，さらに，抽出され
た論文から採用すべき論文を決定していく。採用された個々の論文のエビデンスレベルやバイアスの度合いを
評価した上で，場合によってはメタ解析の手法を用いて定量的に情報を統合し，推奨文を作成していく。この
ときの疑問文をclinical�question（CQ）と呼ぶ。
システマティックレビューにおいて，疾病の特徴や治療薬の特徴は背景として必要な知識ではあっても，臨床
上の判断には関与しないため，CQ作成の対象にはならない。
日本糖尿病学会では，これまで（JDS2024においてもなお），十分な数の論文を抽出・採用することができ，科
学的に回答が可能な臨床上の疑問をCQと呼び，論文数が乏しくて回答が困難な臨床上の疑問をquestion（Q）
として区別し，Qに対しては，ガイドライン作成者の個人的な意見が陳述されてきた。
このような姿勢は，本来のガイドライン作成においては不適切である。論文数が乏しくて回答が困難な臨床上
の疑問もCQとし，「Iという治療法は，Pという特性を持つ患者に対して，Cという治療法に比較して，Oとい
うアウトカムの改善に対して，科学的根拠が不十分なので推奨することができない」と回答するのが，本来あ
るべきガイドラインの姿である。

2	日本糖尿病学会『糖尿病治療ガイド2024』の食事療法
の概要

2024年5月に発行された『糖尿病診療ガイドライン』は，システマティッ
クレビューに基づく，ある意味，専門家向けのガイドラインである。一方，
2024年11月に発行された『糖尿病治療ガイド2024』は，参考文献を掲載
しない『糖尿病診療ガイドライン』の簡易版である。CQの掲載もなく，た
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